
貝塚市立小・中・義務教育学校公用スマートフォン端末及び通信サービス等提供業務仕様書 

 

（１）業務名 

  貝塚市立小・中・義務教育学校公用スマートフォン端末及び通信サービス等提供業務 

 

（２）目的 

  本業務は、貝塚市立小・中・義務教育学校に公用スマートフォン端末をリースにより設置

し、教職員等が使用する校内固定電話の発信通話に係るコスト削減並びに校外学習、修学旅

行等の学校外活動や災害時における持ち出し利用による円滑な学校運営の実現を目的とする。 

 

（３）契約期間 

  令和８年７月１日から令和 11年８月 31日まで 

   ・地方自治法第 234条の３に基づく長期継続契約 

   ・端末は、リースによる契約とする。 

 

（４）業務内容 

① 契約端末台数 47 台（各校内訳は別紙参照。） 

 ② 納期 令和８年８月 31日 

納品日程については、市担当と協議すること。 

  ③ 納品 納品場所は、原則、別紙の各校とするが、納品日により市担当と協議を要する。 

納品の際は、端末及び利用に必要な付属品（充電器、ケーブル等）を同梱すること。 

  ④ 災害時優先電話 別紙に定める対象端末について、災害時優先電話として登録すること。 

  ⑤ 機能 

・携帯電話端末は、簡易に音声通話機能（SMSを含む）が使える機種とすること。 

・発信者番号通知について、各端末から都度の変更（番号通知あり/なし）を簡易、 

迅速に可能とすること。 

   ・通話について、発信は、24時間可能とすること。着信は、各端末から都度の変更（受   

話/留守番電話）を可能とすること。 

   ・端末機能において、通話録音機能を有すること。 

・端末の設定について、市と協議の上事前に事業者にて実施し、納品すること。 

・全ての機器について、初期不良がないことを事前に確認すること。 

 

（５）端末機器 

① 機種 Samsung Galaxy A25 5G 又は同等品以上とし、契約台数を同一の機種とする

こと。なお、同等品申請は、必ず質疑書にて行ってください。 

② 付属品 使用に必要な付属品（充電器、ケーブル等）を含むこと。 

③ 性能 防水機能及び防塵機能を有するものとすること。 

 

（６）通話・通信サービス 

  ① 国内での通話が可能であること。 

  ② 通話料は、定額となる料金プランであること。ただし、定額となる対象の回線について 



は、事前に明示すること。 

  ③ 通信サービス（データプラン）の容量は、一回線あたり６GB以上のプランであること。 

  ④ 天災等により地上波通信網が途絶した非常事態の場合においても、代替となる通信手

段を確保すること。 

  ⑤ 月次で前月の通話明細を確認できること。 

  ⑥ SMSを利用可能とすること。 

 

（７）保守・サポート等 

  ① 端末の故障、盗難、紛失等のサポート窓口を設けること。 

  ② 使用者に瑕疵のない故障、不具合については、無償で迅速に交換・修理対応すること。 

    無償対応の範囲については、明示すること。 

  ③ モバイル端末管理サービス（MDM）を提供し、本業務における提供端末について、キッ

ティング後、一元的管理及び設定を可能とすること。また、サービスの利用方法につい

て、管理者に説明会の場を設けること。 

  ④ 盗難、紛失等に不正使用を防止するため、電話による利用回線の停止・再開措置を可能

とすること。また、利用者の申し出に応じ、サポート窓口における端末の初期化代行を可

能とすること。 

 

（８）費用請求 

  ① 請求書は任意様式とするが、初期費用と月額費用の内訳が分かるよう請求すること。 

  ② 通信費について、定額で月ごとの請求書払いを可能とすること。 

  ③ 端末については、リースでの契約とし、通信費と合算した支払いを可能とすること。 

  ④ イレギュラーな追加費用が生じる場合は、事業者が市に対し事前に詳細を説明すると

ともに、その内容を内訳明細に明記すること。 

 

（９）その他 

この仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上決定する。 

 

（10）問合せ先 貝塚市教育委員会 教育部 教育総務課（担当：松浪） 

所在地：貝塚市畠中１丁目 17番１号 

 電 話：072-433-7105 

 メール：kyoikusomu@city.kaizuka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙  

mailto:kyoikusomu@city.kaizuka.lg.jp


 

学校名 所在地 端末数（台） 

左記の内、 

災害時優先電話

数（台） 

東小学校 貝塚市小瀬一丁目 25番 5号 ３ １ 

津田小学校 貝塚市津田南町 1番 1号 ２ １ 

西小学校 貝塚市脇浜四丁目 6番 1 号 ４ ２ 

南小学校 貝塚市地蔵堂 286番地 ４ ２ 

北小学校 貝塚市中町 4番 1号 ２ １ 

木島小学校 貝塚市三ツ松 1048番地 ３ １ 

葛城小学校 貝塚市木積 2032番地 ２ １ 

中央小学校 貝塚市麻生中 854番地 ４ ２ 

永寿小学校 貝塚市三ツ松 2020番地 ２ １ 

東山小学校 貝塚市東山五丁目 11番 1号 ４ ２ 

二色学園 貝塚市二色一丁目 3番 1 号 ３ １ 

第一中学校 貝塚市加神一丁目 5番 1 号 ４ ２ 

第二中学校 貝塚市福田 100番地 ３ １ 

第三中学校 貝塚市東山七丁目 4番 1 号 ４ ２ 

第四中学校 貝塚市橋本 1385番地 ３ １ 

合計 ４７    ２１ 


